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開催日：２０１９年（令和元年）１２月２０日（金） 

時 間：１８時００分から１９時４８分まで 

場 所：藤沢市役所本庁舎５階 ５－１会議室 

出席者：村山委員長，名取委員，吉村委員，塩見委員，清水委員，久保委員， 

牛島委員，赤堀委員，湊委員 

    【事務局】林総務部長，斎藤総務部参事，古澤行政総務課主幹， 

及川行政総務課課長補佐，中野行政総務課主任 

【担当課】村井子ども青少年部長，中川子ども青少年部参事， 

鳥羽保育課課長補佐，浜野保育課課長補佐， 

住吉保育課上級主査，佐藤保育課主任 

福室総務部参事，山之内職員課主幹，小田職員課主査， 

金野職員課職員 

欠席者：永倉副委員長 

傍聴者：０名 

 

 

委員長 時間になりましたので，第１４回の藤沢市石綿関連疾患対策委員

会を開催させていただきます。 

まず，本日の会議の出席状況等について，事務局からご報告をお願

いいたします。 

事務局 

（ 中 野 行

政 総 務 課

主任） 

委員の出席状況でございますが，出席委員が９名ということで，永

倉副委員長からご欠席のご連絡を頂戴しております。いずれにし

ましても，本会議が成立していることをご報告させていただきま

す。 

傍聴者はゼロになっております。 

今日は速記が入っております。録音をさせていただいております

ので，ご承知おきいただければと思います。 

続いて，会議資料の確認をさせていただければと思います。皆様の

机上に資料を配付させていただいております。一番上が次第，資料
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１「浜見保育園園児アスベスト関連疾患検診の結果について」，資

料２「浜見保育園園児の把握状況」，資料３「藤沢市石綿関連疾患

調査・認定部会の経過等について」，資料４「園児アスベスト健康

被害対策補償・給付制度の流れ（案）」，資料５「園児アスベスト健

康被害対策補償・給付内容一覧（案）」。資料１から５になっており

ますが，過不足等ございませんでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは，よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは，議題のほうに入らせていただきたいと思います。 

次第を配っていただいていますが，今日は大きく２つ上がってい

ます。１つは，今年度の検診の結果等についてです。もう１つは，

認定部会で検討してきた経過と補償・給付案の内容についてです。

これまで３回部会を開いてきたのですが，その中で補償や給付の

手続とか内容について案がまとまっていますので，そちらについ

てご議論をお願いしたいと思っております。よろしくお願いいた

します。 

まず最初の令和元年度の検診の結果等についてということで，保

育課からご報告をお願いいたします。 

担当課 

（ 佐 藤 保

育課主任） 

令和元年度の検診結果の報告をさせていただきます。 

在園が昭和４７年４月から昭和６０年２月の対象の方々，１８８

名に通知を出させていただきました。実際に読影を受けられた方

は３３名，そのうち異常なしが２５名，正常範囲内が４名です。所

見はありますが，精密検査は不要となった方が２名，次回の検診の

受診推奨となった方は０名，要精密検査となった方は２名です。こ

の２名に関しては，１１月末にＣＴの読影を行わせていただきま

した。 

続いて在園が平成１１年度，今年２０歳を迎えた方，７１名に対し

通知発送させていただきまして，９名が受診，９名全員が異常なし

という結果になりました。 
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在園が昭和４７年４月から昭和６０年２月の要精密検査となった

２名の方に対して，１１月２９日にＣＴの読影会を実施しました。

その結果，１名の方は全く問題がないという状況でしたが，１名の

方は，レントゲンで指摘されていたところは問題がなかったので

すけれども，ＣＴを撮ったことによって，アスベスト所見ではない

だろうけれども，その後の経過を観察していったほうがいいだろ

うということで，半年後，来年５月頃に再度ＣＴの検査を受けるこ

とになった方がいらっしゃいます。 

報告は以上となります。 

委員長 今年度は合計で４２名の方が検診を受けられて，そのうち２名の

方がＣＴ，要精密検査のほうに進んでいます。問題なしという方が

お１人，要観察という方がお１人という形で，医療が必要というこ

とにはなってないという状況ですが，こちらについて何かご質問

等ありますでしょうか。 

赤堀委員 アスベストレターのような形で，全ての方に結果報告されるとい

う予定でしょうか。 

担当課 

（ 佐 藤 保

育課主任） 

ニュースレターのほうでこの結果を皆さんに周知していく予定に

しています。 

赤堀委員 それはいつ頃なのでしょうか。気になっている方たちもいますの

で。今年２０歳の方たちには７１人に通知しているのに，９名しか

受けてないという点も気になります。必ずしも，この検診を受けな

くてもよいということかとも思いますが。そこら辺もまた書いて

もらって，何回も言ってもらわないと，対象の方々は忘れてしまう

ので。こういうものがあるたびに，なるべく送っていただいて，説

明を入れておいてもらったほうがいいかと思います。 

委員長 私もどれぐらいの方が受けたのかなというのは気になりました。 

在園が平成１１年度の方は，今見たら１２％ぐらいとなっていま

す。１割ちょっとの方が受けている。連絡をして，あくまで受けた
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いという方がここに上がってきているのですが，それぐらいの人

数ということです。在園が昭和４７年から昭和６０年までの方は

１７％ぐらい。割合としては少し高いですけど，２割はいってない

ということですね。 

赤堀委員 時間がたつと，意識が薄れていくというのが何でもあると思うの

です。その当時すごく大変だと思っていても，時間が解決していっ

てしまうというところがあって，それが一番いけないのかなと思

うので，例えばこういうのが出たときに，何％でしたというのを出

すのと一緒に，前にも言ったよと思うかもしれないけれども，都度

都度そういうのも入れて，アスベストレターとして，私たちに忘れ

させないようにというか，そういうのも市のほうでやっていただ

かないといけないのかなと思います。 

委員長 それはレターとか，そういう形で周知を図るということですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

少なくとも年１回はニュースレターを出すということで，今回の

検診結果以外にも，年１回は説明会を開くという予定もございま

すので，そういった来年度の情報も合わせて，ニュースレターにし

てお届けしたいと思います。 

委員長 Ｘ線の検診はこの機会だけではないはずなので，全ての方が受け

るべきというわけでもないと思うのですね。ただ，どの程度の方が

きちんと気にされているかは，おっしゃるとおりだと思います。 

昭和６０年までの方は在園期間が結構長いと思うのですが，どの

あたりの方が多いとかありますか。比較的新しい時期の方ですか。 

担当課 

（ 佐 藤 保

育課主任） 

古い方のほうが多いです。きちんと年限をとってはいないのです

けれども，１９７０年代の方もいれば，１９９６年という方もい

て，満遍なくいるような形です。 

委員長 ほかにいかがでしょうか。大体よろしいですか。 

（質問，意見：なし） 

では，これについてはご報告いただいたということにさせていた

だきます。 



 

 5 

 

 

次に，資料２，園児の把握状況，それから見舞金の支給状況の表を

出していただいています。これについては，前回もこういった形で

お願いしたいというお話があったと思うのですが，ご報告をお願

いできますでしょうか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

資料２として浜見保育園園児の把握状況を新たな表として作成い

たしました。今までグループＡとかグループＢというくくりで説

明していたのですが，グループという表現より，期間Ａ，期間Ｂと

いうほうがわかりやすいのではないかというところで，そこら辺

の言葉の使い方もあわせて，新たに整理し直しております。 

本日ご提供しました表の説明を簡単にさせていただきますと，ま

ず左端に区分としてＡからＧまでございます。それぞれどういっ

た期間，実際の時期かといいますと，その右側に載っておりますと

おり，例えば期間Ａですと，昭和４７年４月から昭和５９年１０月

で，状況は吹き付けアスベスト材が露出していた期間になります。 

以下，何度も説明している部分になりますが，改修工事の期間があ

り，囲い込みの期間，期間Ｄは雨漏りの期間，期間Ｅは雨漏りに加

えて天井を外したこともある期間，期間Ｆは囲い込みがされてい

る期間，今まで記載しておりませんでしたが，期間Ｇのアスベスト

除去後という区分も新たに加えました。 

その右側が「園児数（概数）」で，今までも公表している人数にな

ります。 

さらにその右側が「台帳登録人数」で，新たな浜見保育園園児アス

ベスト健康被害対策を昨年１２月に制度化したのに際して，台帳

を整備することになりましたので，紙ベースと，データでも管理し

ておりますが，その人数がこの欄に出ております。 

今までのようなグループＡとかグループＢというくくり方です

と，少しわかりづらいのではないか，入園のタイミングと退園のタ

イミングが，どこから始まってどこで終わっているかという整理
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をしたほうがわかりやすいのではないかということで，そちらに

ありますとおり，ＡＡ，ＡＢ，ＡＣ，ＢＢ，ＢＣと記載することと

しました。Ａの期間に入園して，退園がＡの期間だった人，Ｂの期

間に入園して，Ｃの期間に退園した人，そういった見方をしていた

だければと思います。Ｂは非常に短い期間ですので，Ａ，Ｂまとめ

たくくり方をしております。台帳上は今３１８人いることをそこ

に記載しております。 

以下，ＣＣの期間で分類する人は３３人，ＣＤ，ＤＤ，ＤＥ，ＤＦ

で２２０人，入園，退園のタイミングで整理すると，それぞれその

ような数字が出てきます。 

台帳上は６９７人いるのですが，少なくとも年１回ニュースレタ

ーを出していますと，中には返戻になってくる人もいるという状

況があります。例えば一番上の期間Ａ，期間Ｂでいきますと，台帳

上は３１８人いるのですが，実際に郵便物が届く方が１８８人，右

側の④「返戻」は１３０人となっており，これを足し合わせて３１

８人です。 

そういった状況を一覧にした形で今回整理しております。 

それ以外に，先ほど検診の一覧がありましたが，検診はその時点時

点での人数整理になりますので，検診は検診でまとめまして，日々

変動するほうの全体の把握と，あと見舞金の関係も一緒にこの表

にまとめております。右側の２列が見舞金の関係です。今実際に申

請があって支払いが済んでいる方が，ＡとＢの期間だと１３４名

です。概数で４８０人いるという推定ですので，比率では２８％の

人が申請しているということになります。 

期間Ｃ，期間Ｆ，期間Ｇ，ＣＣ，ＦＦ，ＦＧ，ＧＧと区分したとこ

ろについては，今回の園児アスベスト健康被害対策の見舞金の対

象外ということで，その欄に「見舞金対象外」という文言を入れて

おります。 

見舞金について表の下側に別建てで整理しております。期間Ａ・
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Ｂ・Ｄ・Ｅが見舞金の対象で，期間Ｃ・Ｆ・Ｇが対象外です。それ

ぞれ合算すると，これらの人数が今現在の状況ということで一定

の整理をしましたので，今後委員会ごとにこの表をアップデート

していければと考えております。 

説明は以上です。 

委員長 表の形で整理をいただいたので，全体的な状況がだいぶわかりや

すくなったと思いますけれども，一方でちょっとわかりにくい点

もあると思いますので，ご質問あるいはご意見がありましたらぜ

ひお願いいたします。 

赤堀委員 市であまり公表してはいけないというのはわかるのですが，例え

ば在園が平成１６年４月から平成１８年２月で戻ってきてしまう

人が１５人と書いてあります。多分私たちの世代なので，言っても

らったら，この人はあそこにいるよとわかるのですが，そういうの

はダメでしょうか。難しいとは思うのですけれども，お母さん同士

のつながりがあるので，１５人戻ってきてしまったと手をこまね

いているよりは，名前だけでも言ってもらえれば，我々のほうです

ぐ探し出せると思うし，どこにいるというのはすぐわかると思う

のですが。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

あと，方法としまして，特定のお名前を伝えるという部分は別とし

て，仮にニュースレターが届いてないお知り合いの方がいらした

ら，こういったところに該当していることもありますので，お声が

けいただいて，市に連絡いただけると非常に助かります。 

赤堀委員 私たちから，１人ずつ「届いていますか」とは聞くことは難しいで

すよね。前も言ったけど，あまりにも事務的過ぎて…。 

いまだにどこかにポイッとしてしまう人が多数なんです。だから，

そこを把握するのは難しい。 

反対に窓口を少し広げてもらって。個人情報だって，名前だけもら

うだけで，別に悪いことをするわけではないので，何とかなりませ

んかね。 
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湊委員 そちらから教えてはくれないけど，聞いたら答えてくれるのです

か。私たちは何人かリストを持っているわけです。そうしたら，あ

の人には連絡が届いていますかと，こちらから聞けば答えてくれ

るんですか。主体的には言えないけれど，答えることはできると

か。 

久保委員 こちらで作ったリストは今まで提供しているんですよね。 

赤堀委員 していますけど，それはこの間来たりした人たちだけですので。 

久保委員 それ以外のものもリストとしてあるのですか。 

赤堀委員 リストではなくて，友達関係であるかもしれないということです。

でも，それを届けているか届けてないか，こちらはいちいち把握し

てないので。 

湊委員 わからない人がいたら，ＬＩＮＥとかで「誰々さん，今，知らな

い？」と聞くと，「ああ，知っている」とつながっている人がいる

のです。 

久保委員 要するに，個人情報としてくっついているのは，その期間に在園し

ていたことと，住所が市にはわからないということの２つですね。

その程度であれば，教えるのは問題ないような気がするのですけ

ど。 

赤堀委員 そうしたら早いというか，もっと見つかる可能性があると思うの

です。そんなに時間もかけずに見つかると思いますので。 

湊委員 きょうだいがいたりすると，つながることも多いので。 

赤堀委員 そうすると，その上の代もわかる。平成１１年からの期間Ｄとか。 

湊委員 ６年分ぐらいは何とかなると思うのですね。それが重なっていた

りすると，そこがざっと埋まっていくので，市から教えてもらえさ

えすれば。 

委員長 個人情報の問題があるとは思うのです。ただ，それぞれの方に不利

益になる話ではないので，どういう形がいいかは別にして，何らか

の形で戻ってくる人たちを減らす努力はしたほうがいいですね。 

湊委員 こちらが聞かないとダメであれば，全部いちいち聞いていく。会議
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のような場としてやってもいいですけど。 

赤堀委員 村山委員長だったら聞けるのですか。 

委員長 それは，そういうわけではなく，委員はみな同じです。どこまで詰

めるかはまた委員会などで相談しましょう。 

名取委員 非常に一生懸命やってくださってありがとうございます。 

ただ，一点だけ，何年の段階では通知可能だったのが，いつから戻

ってくるようになったというデータは，今後，年度別につけてほし

いのです。つまり，もとからわかってない方と，転居したことなど

がきっかけでわからなくなったという人があると思います。それ

を経年的に数値として見ていかないと，今後何が問題かがわから

なくなってしまうのです。今はこれで何となくこうかなと言って

いられるけれども，そこはご検討いただかなければいけないのか

なと思います。 

また，先ほど保護者側の委員の方がお話ししていたとおり，返戻と

いうのが出始めている。多分転居とかをきっかけにそれが起きて

いるということだと思うのです。期間Ａ・Ｂはもともとわかってな

いという問題があるので，これはもう少し潰さないといけない。そ

もそも一番リスクが高まりつつある人の６割ぐらいに，通知すら

届かない，何も知らないでいることになってしまうというのは非

常に問題です。ここをどうするかというのは１つの課題として，次

回の委員会等で検討して，改善案を出さないとまずいのかなと思

います。 

そこら辺は，そういう検討を事前にするようなプロジェクト的な

ものを，委員長も含めてぜひご検討いただいて，改善していかない

といけないかと思います。このままだと，何も知らないですという

方が増えていくとまずいので，ここをどうするかが１つの課題だ

と思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 台帳に登録できないとか，通知ができないとか，それぞれ理由があ

るんですよね。 
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担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

市が持っている住民基本台帳の情報も活用できるか，今後そこら

辺も調整していければと思います。ただ，一旦転居した後，さらに

転居してしまうと，戸籍の問題になるのですが，その人の戸籍の情

報までは保育課として持っていませんので，調べるのが大変困難

な状況です。 

赤堀委員 調べるのも手ですが，いけないのかもしれないけど，調べるという

よりは，保育園の苦しい間，助け合ってきたということで，親のき

ずながすごく強いので，その方に聞いてみるという方法はダメな

んですか。例えば，今わかっている連絡のつく方がいますね。その

方に電話して，「同年代でご存じの方はいらっしゃいますか」と聞

く。うちの子も２０歳だけど，保育園の友達ともまだ会っている

し，意外とそういうのもあったり，きずながすごく強いのです。 

委員長 そういうものを含めて検討していくことを名取委員がおっしゃっ

たわけです。 

名取委員 ここまではプライバシー保護でダメとか，この方法はいいという

のを検討する別のものをお作りになったらいかがですかという提

案なので，ぜひそういうプロジェクトに参加していただいて，やら

れるということになるのではないですかね。守らなければいけな

い部分もあると思うので，その方法はどこまでかもご理解いただ

くしかないと思うのです。 

委員長 台帳登録というのは名前まではわかっているということですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

名前，生年月日，住所，などの一連のものを管理する台帳を整備し

ています。 

委員長 台帳登録があっても通知が可能でない人たちもいるわけですよ

ね。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

転居等で届かなくなってしまった方か，あるいは古い名簿をご提

供いただいた場合，そのままの住所で一回は郵便物を出して，戻っ
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育 課 課 長

補佐） 

てきてしまっているという状況があります。 

委員長 ③と④は今回１２月１０日に送って戻ってきてしまったのです

か。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

これは書き方が悪いのですが，１２月１０日時点ということで

す。 

久保委員 一斉に出したものですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

ニュースレターなどは一斉に出します。検診はその対象者，２０歳

以上の方です。 

赤堀委員 結婚される方も多いから，名字も全く変わっているというのもよ

くあることです。 

名取委員 生年月日の情報がおありになるので，そこは変わらないはずです

から，ある程度はいけると思うのですけど，どこまで問題がないか

ですかね。 

委員長 見舞金を申請されている方が２９１名ということですが，この

方々は基本的に通知が可能で，通知された方々だけということで

いいですかね。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

当然通知可能な方です。台帳上きちんと載っている方と，申請され

ている方を突合させますので，現住所も確認がとれている方にな

ります。 

委員長 こちらが全く把握してなかったけれども，申請されてきたという

方はいらっしゃらないですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

その場合は在園の証明をしてもらってから，見舞金を支給すると

いう流れですが，そういった方も数名おられます。 
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育 課 課 長

補佐） 

久保委員 それは過去，台帳に載っていなかったとしても，現在は載っている

人数に入っているわけですよね。 

牛島委員 そういう方はどういうものを情報源としたか聞かれたのですか。 

担当課 

（ 佐 藤 保

育課主任） 

ごきょうだいに通知が行って，実は弟がいたんですとか，そういっ

た形で登録された方はいます。 

久保委員 期間Ｄと期間Ｅは，概数よりも多い人数が台帳登録人数に入って

いますね。これは台帳上は全員の名前とその情報が入っていると

いう感じになるのですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

期間Ｄ・Ｅについては，概数というところで，正確な全体数ではな

いので，人数に多少変動があります。 

久保委員 多少揺れるにしても，この期間は，人数を比べると，ほぼ把握でき

ているという理解でいいですか。住所は別だけど。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

あと，短い期間で入退園した人もいますので，そこら辺を今整理し

ているところです。期間Ｄ・Ｅあたりは，もともとの園児数，母数

が少し増える可能性があります。 

委員長 なかなか難しいですね。母数が増えてしまうということですね。 

久保委員 類推すると，期間Ａ・Ｂも概数４８０と書いてあるけど，もっとた

くさんいる可能性があるということですかね。 

牛島委員 ４月時点ではいないけれども，８月，９月など途中から入ってきた

というのはあるかもしれません。漏れているかもしれません。 

久保委員 ＡＡではなくて，Ａの前。 

委員長 Ａの前というのはありますかね。 

久保委員 開園が４７年だから，それはないですね。失礼いたしました。 
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委員長 ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（質問，意見：なし） 

現時点ではこういう状況ということですが，先ほどもありました

ように，少しこの数字を見ながら，通知がまだかなりできてないと

か，申請者の方が割合的に低いとかの問題もありますので，このあ

たりをどうするか詰めて検討するという機会を持っていく必要が

あるかなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議題の１番はこのあたりにさせていただいて，次に，議題の２番に

なります。この間，調査・認定部会を３回開いて，補償あるいは給

付の手続等の案について検討してまいりました。これについてま

ずご報告をいただいて，ご議論をお願いしたいと思います。では，

よろしくお願いいたします。 

事務局 

（ 中 野 行

政 総 務 課

主任） 

まず初めに私のほうから，資料３に基づきまして，これまでの間の

調査・認定部会の経過について説明させていただきます。 

初めに，資料の訂正がございます。１（３）は「第６回」でござい

ます。大変失礼いたしました。 

先ほど村山委員長からもございましたが，「会議開催経過」としま

しては，前回の４月の委員会からこれまでの間に３回，第４回，第

５回，第６回と記載のとおり開催してきております。 

２「議事概要」がそれぞれございます。 

（１）第４回では，前回の委員会の際に部会名称の変更のご提案を

いただきましたので，改めて調査・認定部会というふうに変更した

というのが１点です。そのほか，今日ご議論いただきますが，園児

に対する補償・給付の内容についてご検討いただきまして，要領案

の体裁とか関連様式などについて確認をいただいております。あ

わせまして，市職員向けの受付対応マニュアルの骨子案を部会員

のほうに作成いただいておりますので，その内容の確認等をいた

しました。 
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（２）第５回では，引き続き要領案と関連様式を確認させていただ

きまして，規定の内容なども確認しております。あわせて，先ほど

もございました受付対応マニュアルについて，骨子からさらに中

身ができて，素案という状態となったものを確認して，今後さらに

担当課である保育課と中身を詰めていくことになりました。 

（３）第６回では，それまでの間，第４回，５回と要領案をもとに

検討していたのですが，本日のこの委員会に諮ることも鑑みまし

て，今日資料４，５として作成させていただいておりますフローと

内容一覧にて議論し，検討しております。あわせまして，ＩＡＲＣ

の疾患のほうの資料確認なども行いました。また，受付対応マニュ

アルに付随するＱ＆Ａの中身とか回答案などについて確認をさせ

ていただいております。これにあわせまして，今後の研修の実施で

すとか，対象職員を現在検討しているところでございます。 

３「次回開催予定」ですが，来年１月２７日を予定しております。 

簡単ですが，部会の経過報告としては以上になりまして，これまで

の間，検討してきた内容につきましては，資料４と５にまとめてお

りますので，保育課から説明させていただきます。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

資料４「園児アスベスト健康被害対策補償・給付制度の流れ（案）」

を見ていただければと思います。全体像をまとめたものとなりま

す。 

一番左側が「アスベスト関連疾患の発症」です。各種制度の補償・

給付についてはまず発症から始まります。 

上段の本人からの申請と，下段の遺族等から本人死亡後の申請と

いう大きな流れがあります。 

まず上段を見ていただきますと，申請するに当たりまして，本人ま

たは代理申請も可能とする要領案を今作成しておりますが，本人

または代理の遺族，親族等から事前相談を受けまして，申出・受理

のほうに進むことになります。 

申出書につきましては，本人から出していただきます。代理の場合
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も本人からとなります。本人からの申請で最低限の書類，「申出書，

診断書は必須」とありますが，市がそういった一連の書類を確認し

まして，形式的に備わっていれば受理となります。 

それを受けまして，起因性の判定をする場面では専門性を有しま

すので，そこは調査・認定部会へ諮問させていただきます。市は部

会からの答申を受けまして，その方が補償・給付の対象であるか，

対象外であるかという判断をして，認定通知書または不認定通知

書を出すことになります。 

前段に認定の手続がありまして，その認定が終わった後，給付金な

り，補償関係の支給金の手続がそれぞれございます。申請して決定

するという一連の流れが必要となります。本人が給付対象である

という認定を受けた場合は，通常ですと，本人から給付金の申請を

受けまして，そのまま本人への支給決定を行う。給付金について

は，要綱の中で金額が明記されておりまして，一時金で１００万円

となります。 

申出の後にご本人がお亡くなりになった場合は，遺族等から支給

の申請をしていただくことになります。その場合は，遺族等への支

払いをする。給付金については，ご本人が給付の対象であるという

認定を受けていれば，本人がお亡くなりになっているから支給し

ないというわけではなくて，遺族等から支給申請があれば支払う

という整理をしております。 

次に，本人が補償対象であるという判定です。給付対象というの

は，昨年１２月に設定した要綱の中でも定義しておりますが，アス

ベスト関連疾患との起因性は認められないけれども，他の発症原

因が考えられない方です。 

一方，浜見の在園との起因性があるとされた方は，補償対象となり

ます。その本人から支給申請があった場合に，どういったものを払

うかというと，治療費と休業補償があります。 

治療費，休業補償については，本人からいつ申出をするという決ま
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りは特段ないのですけれども，発症後，かなり時間がたってから申

出をされるケースも考えられます。そこで，ある一定の年限として

おります。そちらにありますとおり，治療費，休業補償とも，「発

症後で，申出書の受理から２年前までを対象」ということで，２年

前までのさかのぼりについては，労災保険の時効に準じての整理

となります。 

ちなみに，治療費については，保険適用の部分を治療費として認め

る方向で今整理をしているところです。 

休業補償についても，一覧がありますので，細かい説明はそちらで

後ほどご説明しますが，休業補償も賃金センサスを利用して算出

して，２年前までを対象とします。 

本人が補償対象という認定を受けた後，そこの枝分かれをしてい

る支給申請の表になりますが，申出をした後に本人が死亡した場

合，あと認定後の本人死亡というのもあります。当初の申請書を出

した後，本人がお亡くなりになった場合と，認定された後にお亡く

なりになった場合があるかと思います。いずれにしても，遺族等か

ら申請があった場合に，支払う内容としまして，治療費，休業補償

が本人からの部分と重複して書いてありますが，本人への支払い

が終わっていない場合は遺族等に払うという意味合いでそこに載

っております。 

次に，葬祭費，遺族補償，弔慰金です。葬祭費と遺族補償は，アス

ベスト関連疾患でお亡くなりになった方を対象としております。

弔慰金につきましては，関連疾患であるかどうかを問わず，一時金

としての３００万円を考えております。 

治療費，休業補償については，必要に応じて調査・認定部会への意

見聴取をさせていただければと考えております。 

アスベスト関連疾患でお亡くなりになった方については，場合に

よっては判断に専門性を要することもありますので，調査・認定部

会へ諮問させていただければと思います。 
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それぞれの支給申請の手続としては，支給決定通知書を送るとい

う流れになります。 

表の下段です。遺族等からの申出というケースも考えられます。そ

の場合，申出の期間については，本人死亡後１５年です。この制度

ができたのが昨年１２月２１日です。制度ができる前にお亡くな

りになっている方に対して，１５年としてしまいますと，申出の期

間がかなり短くなってしまうこともありますので，制度施行前に

お亡くなりになっている場合は，令和１５年１２月２０日までを

申出期間として考えております。 

１５年という期間につきましては，救済法が今１５年という規定

になっていますので，同じアスベスト関連疾患の制度となる救済

法に準じまして考えております。 

お亡くなりになってからの申請となりますので，申出書とあわせ

て，死亡診断書をお出しいただきまして，起因性と死亡原因の両方

を調査・認定部会へ諮問して答申を受けるという流れになります。

その結果，本人は給付対象であった，補償対象であった，対象外で

あった，そういう３つの区分での認定を行い，認定通知書または不

認定通知書を遺族の方にお送りします。 

遺族の方から，給付金なり，治療費等の補償についての支給申請を

受けまして，それに対して市が支給決定を行うというのが全体の

大きな流れになります。 

また，資料５「園児アスベスト健康被害対策補償・給付内容一覧

（案）」は，今説明したところと一部重複する部分がありますが，

一覧で整理したものです。給付と補償という大きなくくりがあり

ます。支給対象として，要件１は①から④まで記載しております。

露出している期間，改修期間，雨漏り期間ということで，最終報告

書で頂戴しているリスク評価を踏まえた該当する期間となりま

す。その時期に在園したこととあわせて，要件２として，給付金に

ついては，起因性は認められないが，他の発症原因が考えられな
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い。補償については，浜見保育園在園との起因性がある。そういっ

た要件１，要件２を満たす方がそれぞれの対象となります。 

給付金は，先ほども言いましたとおり，一時金として１００万円。

補償については，それぞれの項目で若干説明を加えてありますの

で，確認させていただきますと，治療費については，１「アスベス

ト関連疾患に係る診療，薬剤又は治療材料の支給並びに処理，手術

その他の治療のために医療機関等に支払った自己負担分相当額」，

２「通院及び移送に際し，現実に支出した費用相当額」。 

それぞれについて（注）として説明がございます。 

１については，保険適用の医療を今想定しております。さらに，保

険制度ですと，高額療養費の自己負担限度額というのがあります。

基本的な考え方としては，本人が実際に支払ったものの相当額を

補填するということです。同じ保険証で家族が何名か使うケース

もあるとは思うのですが，その部分までは考慮せずに，ただその上

限額を超えてまでの支払いはしないという制度を今考えておりま

す。ですので，実際にかかった金額を払うという原則です。ただ，

同じ保険証を使う家族がいたとしても，その部分を考慮して減額

する考えはないということです。 

もう１つの（注）としては，先ほどの流れのところでご説明したよ

うに，申出を受理した日の２年前以降が支給対象となることをこ

の表に記載させていただいております。 

次に，休業補償です。考え方としては，一般的な労災制度の休業補

償ですと，３か月間の平均給与を出すのが基本的です。今回，対象

園児の就労状況について，無職，自営業，会社員，専業主婦，休業

中など，人によってさまざまな状況があるかとは思いますが，簡

易・迅速に，公平に，市として一定の補償を行うということで，賃

金センサスを使っての休業補償額の算定となります。 

給付基礎日額は，下の欄外に記載がありますが，厚生労働省の賃金

構造基本統計調査，いわゆる賃金センサスの平均賃金，そちらは月
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額になりますが，全労働者の性別・年齢別の表を使いまして，平均

賃金に１２を乗じて，３６５日で除して得た額の８０％相当額で

日額を出すという計算になります。賃金センサスは月額になって

いるのですが，日額を出すために１２を掛けて３６５で割ってい

ます。 

あと，賃金センサスですと，労働者の平均賃金を出しており，７０

歳以上という区分もあります。ただ，実際は７０歳を超えると，例

えば６０歳あたりの人に比べると，１０分の１ぐらいの人数に減

っているという実態もあります。実際，平均といえども，働いてい

る人の数が少ない中での平均賃金となるので，平均というには高

いという状況もありまして，７０歳以上については，２分の１に減

額するという考えで今整理しているところです。 

次に，葬祭費です。３１万５０００円プラス給付基礎日額の３０日

分と給付基礎日額の６０日分の額を比べて，金額の大きいほうと

いうことです。この計算の仕方については，労災保険の葬祭料の部

分に準じての金額となります。 

次に，遺族補償ですが，給付基礎日額の１０００日分の一時金で

す。労災保険の遺族補償一時金というのがございますので，そこと

同じ１０００日分の一時金という計算をしております。 

次に，弔慰金については３００万円です。労災保険に遺族特別給付

金というのがありますが，そこに準じての３００万円という算定

です。 

それと，表の下の欄外の２つ目，「他制度との調整」です。場合に

よっては救済法に該当して支給を受ける方もいるかもしれないの

ですが，基本的には国の制度での支給を受けた場合と市の制度で

の支給を受けた場合の支払いの調整はしません。ただ，治療費と葬

祭費の部分については，実際かかったお金に対する負担という性

質がありますので，その部分だけ支給額の調整を行う。それ以外の

ところは救済法の適用を受けて支給されたものについて相殺して
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調整することはしないという考え方で整理しております。 

それと，用語の説明で１点だけ加えますと，遺族等からの申請と本

人からの申請とに分けておりますが，遺族については，配偶者，

子，父母，孫，祖父母及び兄弟姉妹，あとお亡くなりになった時点

で生計を一にしていた者，そういった者を対象とする内容で今要

領を作っているところです。市のほかの制度もそういった整理を

しているものがありますので，それを参考に，そういった遺族等の

定義をする予定です。 

一連の今説明したものについては，別途，補償・給付要領という形

でまとめているところですが，内容を見える形にしますと，本日ご

用意させていただいた資料４と資料５になります。 

説明は以上です。 

委員長 部会では３回会合を開いて検討してきた経緯があります。なので，

部会に出ておられる方は内容を理解していただいていると思うの

ですが，委員会としては久しぶりですので，ほかの委員の方は少し

わかりにくいところがあるかなと思います。 

そもそも補償と給付という形でこの制度が作られているわけです

が，補償については，調査の結果，浜見保育園でのアスベストばく

露が原因で病気になってしまったということが明確になった場合

ですね。リスクの評価からも，私自身，このケースはほとんどない

と思ってはいます。あるとすれば，中皮腫になられた方で，しかも

ほかに原因がどうも見当たらないというような場合は，この補償

になります。 

ただ，一方で，原因がはっきりしないけれども，浜見保育園のアス

ベストのばく露が全く関係ないとも言えない。多分そういうよう

な状況もそれなりにあって，そういう場合は給付という形で今回

制度ができていて，典型的なのは肺がんになられたような方がこ

こに入られるかなと思っています。 

平成１１年の雨漏りのような状況でばく露してしまった園児の方
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は，まだもう少し先の話かもしれませんが，昭和４７年からのケー

スは結構古いところまで入っていますので，実はそんなに遠い話

ではなくて，この時期の方の中から肺がんを発症されたというよ

うな方が出てきてもおかしくないかなと思ってはいます。 

そういうことで，具体的に認定の手続と補償の内容等，検討してき

た経緯がこういう形になっているということですが，どこからで

も構いませんので，何かわかりにくいところとか，ご意見があれ

ば，ぜひ出していただければと思います。 

牛島委員 給付の日額のところで，平均賃金の概念で，月額と全労働者の性別

及び年齢別ということですが，少なくとも過去の例で言うと，男

性，女性ということだけで違ってきているというのは，本人の努力

とは違った部分でのものなので，あまり妥当ではないかなと思い

ます。皆様があまり言わないならあれですけど，性別で分けるの

は，実際に取扱のあることではあるとは思うのですが，いろいろ仕

事とか，本人の努力とは違うところでかなり差ができるというの

はどうかなという印象があります。その辺はあまり議論してない

という感じですかね。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

賃金センサスを使う考え方については，公害健康被害の補償制度

を少し参考にさせていただいている部分がありまして，そこの考

え方でも，男性・女性という区分で行っております。 

牛島委員 今は男女平等参画とか，いろいろやっている時代です。公健法はも

っと古い時代にできて，その運用が続いていると思うのですが，２

１世紀の新しい時代に，性別によって差をつけるという観念を持

ち込むのは，国際法上どうなのかみたいなこともあり得る段階な

のかなと思います。つまり，それだけ日本が見直しをしてこなかっ

たもののレールの上に乗って，この新しい時代を迎えた被害とい

うのを，男性だから，女性だからという性別によって差別をすると

いうのは，藤沢市にとっては望ましくないのではないでしょうか。 
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では，何によるべきなのか。性別を抜きにした全労働者でやるのが

いいのかどうかというのも，それはそれで問題があるのかもしれ

ないのですけれども，これは非常に問題性の多いことだと私は感

じております。代替案がパッと出なくて申し訳ないのですが，違う

もので参考にできるものがあれば，また探してみようとは思いま

す。 

久保委員 部会でもそういう意見は前からあったから，一応議論はしたので

す。全然しなかったわけではない。１つは，代替案というふうにお

話しして，男女平均にするか。全員を含めてやるとなると，男性の

ほうは下がります。女性は上がるという状況になる。男性に揃える

というのも，全体が上がってしまうのでどうかなということもあ

る。 

そういう中で，今までもそういう意見があったということを踏ま

えて，最終的には事務局のほう，市のほうで，今一般的に使われて

いるような男女別ということを決めたようではあります。ただ，代

替案をどうするかという問題は，確かにあるにはあるのです。 

牛島委員 本人の収入というのではダメなんですか。例えば，本人が何か月間

こうでしたとか，３年間こうでしたとか。 

久保委員 主婦とか学生とかで，それができないから賃金センサスを使おう

という話になっています。しかし，本人の収入となったら，絶対そ

れがセンサスに影響しているから，男女の給料差は出てきてしま

いますよね。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

仮に３か月という場合に，専業主婦とか，無職の方とか，そういっ

た方々の収入の問題が出てしまうと考えております。 

牛島委員 そういうところは，しようがなく，こういうところを使うのかもし

れないとは思うのです。 

久保委員 人によって分けるというのもまた問題です。働いている人はその
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給料で，働かない人は賃金センサスでやるという案も，考えるには

考えました。ですが，同じスケールで事業者が決めたほうがいいだ

ろうなということは意見としてあったわけです。 

赤堀委員 主婦だってお金をもらってないかもしれないけれども，今，主婦の

労働がこれぐらいの金額になると算出したものがあります。すご

く安いお給料で働いている人よりも全然働いているわけで，それ

プラス外に出て働いているといったら，実質の金額にしたら，男の

人以上にもらっていることになる。そうなると言われていますの

で，そのあたりの考慮はできないでしょうか。 

久保委員 こうなると言われている主婦の稼働能力というものを何で評価す

るかといったら，家事労働を金額的に評価するというのは，基本的

には賃金センサスでやっているということです。 

赤堀委員 買い物や掃除を誰かに頼むと幾らと出ているのはこれなんです

か。 

久保委員 実際に買い物を人に頼むとか，１つ１つの作業について幾らかか

るかとやったら，それは積み重ねであり得るかもしれないですね。 

赤堀委員 そういうサイトがあるのです。主婦は何もやってないみたいなこ

とを言われて，男の人がわかってないから，専業主婦はすごく大変

なんですと算出してくれているところがある。それを見ると，意外

とすごくてびっくりしたことがあって，そういうのが加味されな

いのはイラッとしてしまいますが。 

久保委員 それは，加味されていると思いますが。そうしたサイトなどで，金

額を算出している根拠が，賃金センサスであったりしますので，今

回の案はそのあたりを加味していると思いますが。 

赤堀委員 では，なぜ女の人のほうが少ないのですか。おかしいですよね。 

久保委員 確かに理念的に男女で同じか別かというのが一番問題です。 

湊委員 交通事故の休業補償はどうなっているのですか。私はちょうど働

いてないときに追突されて，そのときに主婦の枠になった。働いて

いる人は，ちゃんとその収入が補償されるのですか。 
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久保委員 外で働いていなくて家事労働をやっていれば，それは賃金センサ

スをもとに計算するというのが多いです。何も基準がないですか

らね。 

湊委員 ちゃんと収入がある方は，収入に応じて休業補償があるというこ

とですね。それと同じでいいのではないですかね。主婦だからとい

って，ゼロではないですものね。 

久保委員 考え方として，主婦とか無職者に対しては賃金センサスを適用す

る。それ以外，働いていれば給料で計算するという，そういうやり

方もないわけではないです。ただし，給料を捕捉するとなると，生

活保護ではないけれども，かなり大変なわけです。 

労災の場合は，実際に働いている人が対象となるから，その会社に

勤めていて，給料はオープンになるけれども，こちらの場合はそう

ではない。アルバイトもいれば，自営業者もいる。申告書を見せて

もらっても，こちらがどう見るか。申告で収入がゼロでも，収入は

ちゃんとある。そういう人の懐まで全部出させて，市のほうで検討

するかという問題が出てくる。そこが休業補償の金額を決めるに

あたって，なかなか難しい点です。 

確かに個別の収入がはっきりわかっていて，実額で支給するのが

一番公平ではあるのです。しかし，実際は金額を公平・平等に算出

するようなやり方で，基準もある程度簡単に出せるもののほうが，

事務的にも早くできるだろうと。中には簡単に計算できる人もい

ますけれども，そうでない人もいますので，やるとなると，そうい

う人から，いろいろな資料を出してもらわないとできないことに

なって，市の運用としてそこまでやるかという話にもなってきま

す。なので，賃金センサスを参考に簡便に支給するということにし

ているのですが，今の問題は，男女を差別するのはいいか悪いとい

うのは，確かに裁判でも問題になったりしているので，あり得る論

点ではあるかと思います。 

名取委員 その場合，全員が賃金センサスの男性をとるという道はないんで
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すか。 

久保委員 その可能性もありますよね。 

名取委員 それをしたら，問題にされる可能性はありますか。それをしたとき

に，例えばそういうのは，法的にこの自治体だけ突出して大変問題

だということになる可能性はあり得ますか。褒められるというの

ではなくて，逆に問題視されるのですか。 

久保委員 それはある程度はあり得るでしょうね。要するに，女性のそういう

立場での主張とかはあるのですけれども，世の中ではやはり男女

別にやっているというのが現状なので，そういう観点から見れば，

いろいろ問題にする人はいるでしょうということです。 

牛島委員 それはダメですよ。もうそんな時代ではないはずです。こういう事

態はめったに起こらないという我々のリスク評価も経て考える

と，その作業がすごく大変とは思えないですし。万が一の場合，そ

れが２０も３０も１００もというふうには，少なくとも今の段階

では私たちは思ってないことだから，手間暇かけてでも個人個人

の休業に値するものにするほうがいいだろうし，男女で分けると

いうのは，同じ被害を受けて，女性だったらこうですよというの

は，納得がいきません。そういうように若い人たちがどんどん移り

変わっていっていますので。私世代よりもまた若い人たちの中で，

これはびっくりというか，古いねという感じで，ふさわしくないの

ではないかと思います。 

作業量が多少増えるとしても，そのときはもうしようがない。例外

的に平均賃金センサスを使うということでもちろんいいと思いま

す。ほかの手段が難しいのであれば，困難を要するときはこれでや

るという規定にしておけばいいのかなと思います。 

だから，基本は本人の収入で休業補償をやると決めておいて，それ

が明らかにならない場合または不当性がある場合には，平均賃金

でいいのかなと考えます。主婦の場合も，そういう意味では積み上

げ式で，交通事故とかでやるような形ですね。それがあまりにもほ
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かより低いということであれば，そのときは平均賃金ですかね。 

委員長 ただ，低いからそうするというと，それはそれであまりはっきりし

ませんよね。いずれにしても，市の公金が原資なので，きちんとし

た説明をする必要があるかと思います。そうしないと，いろいろな

ところから意見が出てくる可能性がありますからね。 

牛島委員 基本は本人の収入によるでいいのかなと思うのですけど。 

久保委員 でも，算出の仕方をはっきり決めておかないと，やはりそのときに

問題になると思います。丼勘定みたいに裁量で金額幾らというふ

うにできるというような規定にすると，支給する金額の問題だか

ら，お金の問題に関しては，当事者にとってはかなりシビアになっ

てくる。本当に浜見のために病気になった人なので，そういう意味

では，補償という制度の中で，多少不釣り合いで，アンバランスな

ものがあっても，明確に決めておくことも一方では必要です。今の

意見を取り入れて，男女の問題に関しては，ご意見もあったし，何

かの工夫ができるかということはあるかもしれませんが。 

牛島委員 あと，年齢別というのは，どういう意図になってくるのですか。 

委員長 年齢も外したほうがいいですか。 

牛島委員 年齢別で何か影響してくるのですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

賃金センサスでは，５歳刻みで統計をとっていますので，そこの年

齢階層で考えるということです。 

牛島委員 本人の実額というわけではなくてということですよね。 

久保委員 統計があるものだから，統計自身は場所によってとか，都道府県に

よっていろいろ違うから，その資料もあるにはあるわけです。そう

いうのをやっていくと，藤沢市に住んでない人はどうするのかと

いう話になってきたりする。一般に行われているのは，年齢別は客

観的なものだから，統計とはいえ，できるだけ実態に近いようにと

いうことで，年齢も使うということです。 
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赤堀委員 あと，寿命もどんどん延びてきて，７０歳以上でもみんな働きまし

ょうというふうに変わってくるような気もしなくもない。そうす

ると，７０歳以上は２分の１と要領で決めてしまうと，将来変わっ

たときに不都合がでるかと思うのですが。 

久保委員 そこはそのときに変えます。賃金センサスも昔は６５歳までしか

なかった。６５歳以上もひっくるめていました。しかし，あるとき

６５歳から７０歳という枠を作ったのです。それはやはり６５歳

以上で働く人が増えてきているからです。 

赤堀委員 要綱は変えられないけれども。 

久保委員 要綱だって，不合理になれば，変えることはあり得るでしょう。年

齢が延びてくれば，７０歳以上で全部ばっさりやるのは問題だか

ら，７０歳から７５歳を分けてやるというのはあり得ると思いま

す。それは実態に合わせるために変えていただくということです

から，一般論としてあり得ると考えておりますが。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

今の段階ですと，現行案のような内容で考えておりますけれども，

将来どんな社会になるかで，当然見直しをするということも十分

考えられます。 

名取委員 現実的にここの園児で７０歳以上の方が出るのは，早くても２０

年後です。２０年後にどういう社会かというのは，今あまりガチガ

チに言わなくてもいいのかなというところはありますよね。 

赤堀委員 前に，こういうところに書かないほうがいいよという話もあった

ので。 

久保委員 今回はそういうわけにいかないですね。だって，いざそういう病気

になって，原因がちゃんとはっきりしたときに，自分は幾らぐらい

補償してもらえるかというのは，あらかじめわかったほうがいい

でしょう。 

名取委員 基本的には，厚生労働省とかのいろいろな補償のシステムは，上限

額を決めるとか，階段的におりていくというやり方をとっている
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場合が多いです。それを段階的に決めると，また面倒くさい。７０

歳から７５歳を何分の２にして，上限額を幾らにして，現実的には

そういうふうな決め方をしたり，何と調整しますとかもある。年金

をもらった方は調整しますということが実際出たり，いろいろす

るのが実態だと思うのですが，それをざっくりとりあえず書かれ

ているのだなというふうに私は理解をしていましたけど。 

それがあまりにも不合理であれば，変えざるを得ないということ

になるでしょうね。一番の問題は男女のところですかね。そこをど

うすべきか。 

委員長 現時点で考えると，７０歳以上で働いておられる方は，役員クラス

とか，そういう方が多かったりして，それなりの金額ということで

すよね。 

久保委員 でも，最近は収入がないからと働いている人もいますよ。 

牛島委員 何かあれば訴訟もできるということではあるのでしょうから，あ

る程度ざっくり早くというのはいいとは思いますけど。 

久保委員 趣旨としてはそういうことです。裁判所と同じような役目を我々

部会に求められてもどうかなと。やるとなると，切りがなくて，気

になるから，いろいろなものを出してくれという話にもなり，対象

者にも相当の負担を強いることにもなるので。 

名取委員 言われた論点をここにもう少し書いておかないと，理解されにく

いということですね。ここのＱ＆Ａ的なものがないと腑に落ちな

いところが出るので，Ｑ＆Ａを少し足したものの資料づくりが要

ることが明らかになった。 

男女のところについては，変えてくれという意見がかなり出て，確

かにそこはなるほどと思わなくはないですね。久保委員，そこを少

し工夫することは可能でしょうか。 

牛島委員 何を根拠というのは今言えないのですけど。 

久保委員 条約がそうなっていることはわかります。 

牛島委員 女子差別撤廃条約ですね。 
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あと，遺族も，戸籍でない事実婚というのも，もう広がらざるを得

ないと思います。少子化問題の対応として，夫婦同姓を強制する法

律婚は嫌だという人がどんどん増えているので，事実婚もやって

ほしいと思います。相続税関係はダメですが，民間の保険関係はあ

る程度そうなっているので，その辺は入れていいのかなと。 

これは２０年後，３０年後の話なので，遺族の定義も，場合によっ

ては時代に応じて変えるというのもありかなと思っています。 

２年というのがあれかなと思いますけれども，あとは大体皆さん

の考えのとおりで，よくまとめていただいたと思っています。 

赤堀委員 あと，お亡くなりになられた方の申し入れ期間が令和１５年とあ

ります。それまでに百何名というレターの届かなかった人たちを

全員把握しないといけない。それに漏れてしまった人，後からわか

った人は，これ以外でも，この期間でなくてもということになりま

すよね。 

名取委員 おっしゃりたいことは台帳に載ってない方の扱いを明記しろとい

うことですね。台帳に載っていない方について，令和１５年以降に

自分が気づいた人についての取り扱いをちゃんと明記した案に変

えろというご主張でよろしいですかね。 

台帳に載ってなくて，令和１５年以降に，こういう制度，こういう

検診を初めて知ったことについて明記しておかない案はおかしい

というご意見だと思います。私もそれは賛成です。 

久保委員 時効を決める趣旨として，亡くなって１５年となると，かなり古く

なるので，判定がかなり難しいということの中で，期限を決めてい

るところもあるのです。 

それはそれでわからないならば，判断できないから給付金になる

のか，全く不認定になるかということで判断してしまえばいいと

いうふうに割り切れば，それでいいと思うのですけど。私は逆に１

５年は長過ぎるなという気がしている面はあります。 

ただ，救済法もそうですが，申請者というか，認定の申出者がたく
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さん続いていて，今後もあるだろうなということになって，令和１

５年に近くなったら，その時効を延ばすわけです。救済法もそうや

っているので，そういう可能性がある場合には，この期間を延ばす

という方法のほうがいいような気もしますね。 

名取委員 結果的にはやることは同じですね。 

久保委員 同じです。ただ，ほかへ説明するときに，全然期限がなくて，いつ

までもできるんだというふうにするのがいいのか悪いのか。行政

的にはどうなのかということで，現時点では令和１５年としてい

ます。 

名取委員 久保委員が言われているのは，こうしておくけれども，令和１０年

になったあたりで，あと１５年延長しようかというふうに，石綿健

康被害救済法も延ばし続けてきている。まれな人がいて，知らない

人が出てしまうので，そういうふうにしたらどうだという案です。

私は最初から明記しておいてもいいかなと思う。つまり，台帳に載

らないで知らない人についてはそういうやり方もありかなと思い

ます。 

湊委員 お医者さんのカルテの保存期間はどのくらいですか。 

名取委員 だいたい５年です。 

湊委員 もしかして診断書を書いてもらえないということもあり得るとい

うことですか。 

名取委員 死亡診断書というのが法務局に５０年，６０年残るので，遺族が取

りに行けば，診断書は出てきます。けれども，カルテは出てこない

ということですね。 

湊委員 診断書には死因が書いてあるのですか。 

名取委員 病名が書いてありますね。 

はっきりしているのは，それでいいわけですね。病気が曖昧なの

と，要するに，起因が浜見のためかというのは，認定部会で過去の

職歴とかそういうのをずっと調べるのです。時間がたてばたつほ

ど，ほかに原因がないかというのがなかなか調べにくくなって，本



 

 31 

 

当に浜見の原因でなったのかということがわかりにくくなるとい

う事態が起こる。 

救済法は，職歴とか，どれにばく露したかは全然関係なしに，病気

にかかっていればお金が出る制度なわけですよ。だから，そこを調

べる必要はない。死因がはっきりしてればいいわけです。 

ところが，こちらは浜見の原因であることを調べなければいけな

い。それが調べにくくなることは火を見るよりも明らかなので，そ

うなると，結論として給付金該当というほうに行きやすい。それは

しようがないし，逆にそういう限度があると，限度があるからこそ

時効というか，期限を設けるわけですね。対象者も事務担当もどち

らも苦労しないように。 

赤堀委員 私が心配なのは，延ばせるとなると，また調べるのがうやむやにな

るのではないかなということです。期限を決めたのなら，反対にそ

れまでに絶対この人たちだけは見つけるというふうにしないとダ

メだとなると思うのですが，延ばせるとなると，そこの意識があや

ふやになると思います。 

そのときになって見つけられなかったから，あと５年延ばします

というふうにやっていくと，一生探し出せなかったりするかもし

れないので，１５年と決めたなら，市のほうで何年までに絶対見つ

けるというほうにしてもらいたい。延ばせるメリットというのも

あるんだけれども，あまりそれに頼ると……。 

久保委員 延ばせるのはもちろん最終手段ですよ。 

牛島委員 そのために延ばすわけではないですから。 

赤堀委員 だけど，そうしないと，なかなか見つからない気がします。 

委員長 それは１つ前の議題で上がっている前提かと思います。 

今日の資料はあくまで委員会のために作ったものです。基本的に

は要領という形でまとめられると思うのですが，今日出てきたよ

うな賃金とか，それから時効に関することは１５年と非常に長く

て，そのときにどの方が担当されているかわからないのですけれ
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ども，こういう議論が後の世代にちゃんと引き継がれるように，要

領に加える形で何かあったほうがいいですよね。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

１５年のところはまた何らかの表現を入れるというのも，後々そ

ういった部分の考え方を踏まえて直しをするのには有効かと思い

ます。 

久保委員 委員長が言うのはそうではなくて，要領以外にその趣旨をよく説

明したもの，先ほど名取委員がおっしゃたようなＱ＆Ａか注釈か

をちゃんと残すんでしょうねという話です。それは部会でそうい

うことになっていますでしょう。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

解説の部分は別途準備するということで要領とあわせて作成しま

す。 

久保委員 男女の問題は工夫できるかどうか考えるということですね。男性

と女性の間ぐらいの金額をとるとか。 

委員長 でも，それは平均ではないのですか。 

久保委員 両方並べて層として平均をとるのではなくて，全部を合わせると，

男性のほうが多いから，男性側に近い金額にはなりますね。 

名取委員 よく法律用語で，ＡとＢがあって，どちらか多いものをとるという

表現がありますよね。それに合わせた言い方をすればいい。 

牛島委員 女性のほうが上がるからまあいいかという意見も出ました。 

名取委員 ＡとＢの多いほうをとるという表現があるじゃないですか。 

久保委員 多いほうでよければそれでいいですよ。 

名取委員 そこはご検討いただく。でも，これはまれな例だから。 

牛島委員 基本は本人の収入でやり，平均でやってほしい人は選択的に平均

でやる。選択するわけです。 

久保委員 誰が選択するのか。 

牛島委員 本人です。だって，自分は出すのは嫌だとはっきり言う人もいる。 
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久保委員 どこまで出せばいいか。 

名取委員 基本は本人の収入でやって，難しい場合はこちらでやるという考

え方はあるかもしれないですね。 

でも，例えば議会で説明するとか，いろいろなことが当然プロセス

としてあるので，どこかでこういうのがありますからという話を

持ってこないと説得力が難しくなる。 

牛島委員 でも，基本，本人の収入でやるというのはいいんですよね。 

名取委員 本人が選択するのですか。 

牛島委員 本人が自分の収入でやる。 

久保委員 どこまで資料を出すということや，実際にわかるかどうかという

問題もありますよね。 

牛島委員 本人が出したくないという人もいます。自分の収入はあるけど，そ

の資料は出したくないというような。 

久保委員 だげど，本当にやるんだったら，収入だけ出ればいいという問題で

はないですよね。出された収入が正しいかどうかを見なければい

けない。そのための資料を出せという話になる。申告書のない人と

か，そういうのはどうするのかとか。 

牛島委員 そういう人は平均を使う。 

久保委員 人によってやり方を変えてしまうのは不公平ではないですかね。 

牛島委員 でも，休業ですから，人によって違わざるを得ない。 

久保委員 言葉は休業だけれども，やろうとすると，正確に言うと，休業では

ないような制度になっていると思います。 

牛島委員 そういう人は訴訟にしたほうがいいですよと。 

久保委員 差がある人は当然訴訟です。補償制度の性格はそうですから。要す

るに，簡易・迅速にある程度のところでやると。 

牛島委員 実際の収入のほうが高いという人は訴訟で，そういう道があると

いうことですか。 

名取委員 今言っていらっしゃるのは，ヤンキースに所属している選手が，突

然浜見が原因で病気になった場合，この賃金センサスの基準でよ
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いかというようなことですよね。そのような人は，これではどうか

と思うかと思いますが，どこまで仮定して制度を作るのかも議論

の余地はありますよね。 

久保委員 精神としてどう考えるかというのもある。 

牛島委員 普通はこれでさっさと終えて，普通の生活に戻れるようにするた

めに決めておかなければいけないし，そのためには簡単なほうが

いいという考えだし，今の他の委員さんたちの頭の中で……。 

委員長 牛島委員のおっしゃる点もわかるのですけれども，ここでもめて

しまうと，ここに該当してしまった方は相当重い病気にかかられ

ている可能性があって，そういうことに時間を費やしていること

が本当にいいのかどうかというのもありますね。 

久保委員 訴訟を希望しますと，補償相当となると，私の考えでは，市は認定

部会で決めることになりますけれども，裁判の中で，市は原因であ

ることを否定できない。市の制度の中で，市長が認定しているから

です。そうすると，問題は，損害額のことだけを裁判でやることに

なると思うのです。だから，割合と簡単な話にはなってきます。す

でに起因性は認めているので。 

それだけ認定部会の判断というのは，逆に言うと，重いことになる

わけです。市の制度としてそういう認定をしてしまうから。それだ

から，認定したのと別で，裁判になったら今度は違うということも

あり得ないわけではないけれども，そこは問題になると思うので，

そこら辺のところも踏まえた上で，市の認定に関して，余計な話か

もしれませんが，そういうことがあるにはあります。 

そこはほかの補償制度とは違います。救済法にしろ，労災にしろ，

場合によっては，そこはそこで認定したのだから，国自身の責任，

企業自身の責任は幾ら認定されているといっても，それは労災で

はないという主張は許されるわけですし。 

委員長 今まで出てきたのは賃金の点ですね。あと遺族の定義です。どこま

で遺族とするかという話です。あと時効の関係で，台帳で把握でき
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ていない人の扱いをどうするかというようなあたりでしょうか。 

牛島委員 他制度との調整で，石綿救済法で補償制度の適用を受ける場合，治

療費と葬祭費は，結局国のほうで出すということですね。 

名取委員 そうです。石綿健康被害救済法で中皮腫になっているから，治療費

は自己負担ないし葬祭費は出るという仮定の上なので，その部分

を二重にというのはおかしいのではないかという意見があって，

こうなった。久保委員，ここら辺もＱ＆Ａが必要ですね。おっしゃ

るとおり，何でかなと思ってしまうということですね。 

久保委員 これもほかの分も全部差し引くという考えもあるわけで，なぜこ

の２つに限定しているかということは逆の意味で説明しておかな

いといけない。毎月救済法で１０万ぐらいはもらえるわけです。そ

ういうことを考えると，園児にとって割合と有利な制度ではある

のです。 

委員長 ほかはよろしいですか。 

（質問，意見：なし） 

もしなければ，いろいろとご意見をいただきましたので，また部会

で少し検討させていただきます。１月２７日に部会を予定してい

ますので，そこで今日いただいたご意見を踏まえて固めていきた

いと思います。ありがとうございました。 

それでは，大きな２つの議題を終えましたが，そのほかに何かあり

ますでしょうか。担当課のほうは何かありますか。 

久保委員 第１の議題のほうですが，見舞金の申請率が５０％ですけれども，

施行から１年と決めたので，来年２月で見舞金の支給の期限が切

れるわけです。施行から１年だと，来年２月ですが，これはどうし

ますか。２月に切れて，やめてもいいのか，また延ばすのか。見舞

金の要綱はたしかそうですよね。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

名簿がない期間の方は，期限はもっと長いです。 
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補佐） 

久保委員 どういう決め方をしていましたか。 

委員長 名簿がないというのは，台帳に載ってないという意味ですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

要するに，今日お配りした表のＡ・Ｂの人については，特段期限を

定めていないです。それ以外の人は５年間です。 

久保委員 見舞金の支給がですか。これは変わっているのですか。 

担当課 

（ 鳥 羽 保

育 課 課 長

補佐） 

１万円の見舞金のほうは５年ですね。 

久保委員 要綱になっていて，１年経過したらと書いてあるのですが，５年に

したのですか。 

委員長 見舞金支給要綱ですね。 

事務局 

（ 中 野 行

政 総 務 課

主任） 

健康被害対策要綱では見舞金の期限は５年になっています。見舞

金の申請期間は本要綱の施行後，第３条第１号，２号なので，鳥羽

からありましたとおり，捕捉できてない期間を除いて５年でござ

います。 

委員長 １年というのは，死亡している場合の話ですかね。 

久保委員 そうでしたか。失礼しました。 

牛島委員 本人が死亡していたら１年ですから，急いでやらないと，連絡がい

ってない人もいるのに終わってしまうということですかね。 

委員長 基本的には５年ということですね。 

名取委員 確認させていただきたいのですが，調査・認定部会のほうで，今宿

題として抱えているのが，ＩＡＲＣの疾患をいかに日本の藤沢的

なところで考え方をまとめるのかということについては，委員長

を含めて，次回検討する課題が１つ残っているという点がござい

ます。 
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２つ目は，実際にこの制度を始めるには，市の職員の数名が研修を

受けないと，とても受付ができないということも確認されていて，

そういう時間をとる。そして，職員が，誰が担当になるかを決める

ということも課題として残ってございます。 

それから，今日いただいた法律的な検討。 

もう１つ，実際にこういう受付をして，いろいろと対応していく。

それをもう一回親委員会に戻す。そのあたりを全部調査・認定部会

でやる。そういう理解のスピード感ですかね。つまり，月１回ぐら

いは部会をやった上で，４カ月後ぐらいにこの委員会をもう一回

開催する。そのようなスピード感にならざるを得ないのかなと理

解しているのですが，そんなことでよろしいでしょうか。 

事務局 

（ 中 野 行

政 総 務 課

主任） 

研修ですとかマニュアルの整備ですとか，本日いただいたご意見

といいますか，ご提案の整理について，１月の部会でどこまででき

るかというところもございますが，その後の開催の頻度について

はまた検討させていただければと思います。当然やらなければい

けない課題もまだ多く残っていることは承知しております。その

辺はまた検討させていただいて調整させていただければと思いま

すので，よろしくお願いいたします。 

名取委員 実際に制度を始めるとなると，普通は「医療機関の方へ」というの

をホームページに載せるところまで準備しないとできないので

す。これで申請してください，藤沢市はこういう制度でやっており

ますというパンフレットを作る。もしもこういうふうな病気にな

られた方は医療機関の先生にこういう診断書を書いてもらってく

ださいということで，全部見本と実例を書く。そこまでのものをホ

ームページに準備しないと始めることができないので，非常に細

かいことを実は調査・認定部会でたくさん積み上げなければいけ

ないのです。 

もう１つ，職員課のほうでも，できたら同時にこの制度の利用もと

いうお話もあるので，それを合わせて４つぐらいの課題が今残っ
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ているということをご理解いただきたい。それを終わらせないと

委員会に出せないと私どもは考えています。もう少しお時間をい

ただかないと，やることがかなり残っているという点は，よろしく

ご理解をいただきたいと思うのです。 

久保委員 先ほどのまだ名簿に載ってない人とか，要はこの検討で，補償制度

なり，給付金の制度が固まれば，もう一度広報活動するご予定のよ

うなので，そのアイデアを，赤堀委員たちのアイデアも含めて，そ

こも並行していく。こちらが固まらないと，それはあまり広報をや

ってもできない。ただ，並行してそれも考える余裕がおありかどう

かわからないけれども，検討していただいて，お２人の意見も聞き

ながら，もっと台帳の数を増やしたり，お知らせをして，どうやっ

て広報をしていくか。 

名取委員 そこはプロジェクトでやられるなら，別に小委員会を作って走っ

ていかないと，難しいと思います。 

赤堀委員 案を見せてもらったらできるのに，そこがどうにかなりませんか。 

久保委員 なるとは思うけど，まだそれをやる段階ではない。ニュースレター

を出す分に関してはね。 

赤堀委員 多分ニュースレターではダメですよね。不足しています。 

委員長 時期的にそれができるような気がします。この期間だけというの

で，例えば赤堀委員の関わっておられたような期間だけであれば，

それはできるかもしれない。 

名取委員 あと，実は目的外使用がどこまで許されるかという問題がある。結

局ほかのものでも，建築基準法上出した書類とか，固定資産税上の

書類で，例えば吹き付けアスベストと書いてある。それを建築基準

法の課に渡すことをしていいのか。どこまでなら，してよいのかと

いうあたりは柔軟に考えていただければ，潰せるところは潰せる

のではないかと思うのです。生年月日とか，一定のものがわかって

いるので。戸籍法上でここまではいいとか，よくはわかりませんけ

れども，そこら辺のご検討は市のほうでもしていただいて，戻して
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いただきたいなという気はいたします。よろしくお願いいたしま

す。 

牛島委員 市の責任の話なので，市の担当がこうなっていて，戸籍の附票とい

うのは，こちらにまで共有しなくてもいいですから，市の中で情報

共有をしていただく。住民票が変わっている人の中で，追えるとこ

ろまでは追っていただく。 

最後の住民票の附票がいいかげんな人はしようがないです。海外

に行ってしまったみたいな人はわからないかもしれないですけれ

ども，中での情報共有は，今までもやっていらっしゃるのかもしれ

ませんが，そこはやっていただいて頑張っていただければいいか

なと思います。目的外という意味ではなくて市の責任を果たすた

めに。 

久保委員 ただ，それも目的外になりますから。それは審査会を通せばいいん

ですけどね。ただ，連絡がとれている中で，市外の人と市内の人の

割合はどれくらいですか。藤沢市ならば，自分の市の情報はとれる

けれども，ほかの市であれば，わざわざ照会しなければいけないで

すよね。 

名取委員 今まで検診を受けた方で見ていると，３分の２か４分の３ぐらい

は市内です。３分の１か４分の１が市外です。 

久保委員 わからない範囲がわからないのです。わからない範囲が割合と市

外の人かもしれない。 

赤堀委員 見せられないなら，シラミ潰しに１人ずつこちらで調べて，「何々

さんの住所はわかりますか」と聞いていこうかと言ったんだけれ

ども，そこまでしないとダメなのでしょうか。 

委員長 どういう理由でわからないのか，どこまでわかっているのかがま

だはっきりしないので，そこを整理した上で，今後どうするかを検

討しましょう。 

名取委員 久保委員は守秘義務も課されている職業だから，見ていいわけで

すよね。 
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久保委員 そういうわけにいかないですよ。私は守秘義務を課されてないで

す。 

名取委員 例えば裁判に絡むものだったら，かなりご自由にいろいろなもの

がとれる職業ですよね。職業的に守秘義務が課されていますよね。

いろいろとれるのですよ。裁判のためと言ったら個人情報をとれ

るのです。 

牛島委員 依頼を受けてないといけないですね。 

委員長 元園児の把握については別途また検討するということで。調査・認

定部会が結構忙しいので，それ以外あるいは重なる方がいると思

いますが，検討して，次回の委員会に何らかの形で出せればと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

牛島委員 見舞金の申請率が若干低目だなと思ったのです。文京区の事案で

はもっと高かったなと思います。 

名取委員 最初は低いですよ。だんだん上がっていく。文京区についても，最

初は半分以下で，年を追うごとに上がっていって，８割ぐらいまで

行きましたけれども，最初は，「申請はいいや」という方もいるの

で，情報を聞きながら，だんだん増えてきたという経過だと思いま

す。 

委員長 期間も決まっていますし，こんなに長くないですしね。 

ほかはよろしいでしょうか。 

 

もしなければ，事務局から何かありますでしょうか。 

事務局 

（ 中 野 行

政 総 務 課

主任） 

今，名取委員からございました次回の委員会の開催時期でござい

ます。いただいた課題も多く，場合によっては，対象者の把握と

か，効果的な周知方法等の検討もやらなければならないのかなと

いうところもございます。時期は見込めませんが，恐らく来年度の

５月以降にはなろうかと思います。その辺はまた時期を見ながら，

場合によっては途中途中で経過報告といいますか，皆さんに情報

提供させていただきながら進めさせていただく可能性もございま
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す。いずれにしても５月以降というところでご認識いただいて，日

程を調整させていただければと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

委員長 ほかになければ，今日の委員会はこれで終わらせていただきたい

と思います。よろしいでしょうか。どうもありがとうございまし

た。 

以 上  


